
都市計画税の使途内訳【令和６年度決算】

　 都市計画税は、都市計画法に基づいて実施する都市計画事業の財源として課税する目的税であるため、本市では一般会計の歳出において下記のとおり充当した。

[歳　入] 都市計画税
[単位：千円]

国庫支出金 県支出金 市債 その他 都市計画税 その他

40,332 2,100 532 37,700

74,203 38,133 28,000 3,736 4,334

323,520 116,138 207,382 公共下水道事業繰出金 116,138

6,390 6,390

82,654 2,400 40,477 39,777

10,103 243 9,860

537,202 38,133 32,500 44,988 116,138 305,443

59,268 59,268 元金（都市計画事業分）59,268

2,668 2,668

61,936 59,268 2,668

599,138 38,133 32,500 44,988 175,406 308,111

※　公債費は、都市計画事業に係る地方債の元利償還金

１７５，４０６千円

科目 特定財源 一般財源

款項 目

都市計画総務費

都市街路費

公共下水道費

都市下水路費

都市公園費

磯原駅自由通路等管理費

都市計画費　小計

元金

利子

公債費　小計

合計

決算額 充当内訳

土木費
　都市計画費

公債費
　公債費


